
 

令和３年度 

高齢者用肺炎球菌ワクチン接種について 
 

対 象 者  令和３年度に以下の年齢になる方 

 

６５歳 
昭和 31年４月２日～ 

     32年４月１日生 
８５歳 

 昭和 11年４月２日～ 

     12年４月１日生 

７０歳 
 昭和 26年４月２日～ 

    27年４月１日生 
９０歳 

 昭和 6年４月２日～ 

     7年４月１日生 

７５歳 
 昭和 21年４月２日～ 

     22年４月１日生 
９５歳 

 昭和元年４月２日～ 

2年４月１日生 

８０歳 
 昭和 16年４月２日～ 

    17年４月１日生 
１００歳 

大正 10年４月２日生～ 

  11年 4月 1日 

 

 ６０歳から６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又は人免疫不全ウイルスに 

よる免疫の機能に障がいを有する方 

 

 

今までにワクチン※を接種したことがない方は、 

平成 31年度から令和 5年度までの５年間、 

引き続き、定期接種の対象となります。 
（２３価肺炎球菌莢膜サッカライドワクチン） 

   
 

 

 

対象期間  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

対象となる年度においてのみ、定期接種として公費助成の対象になります。 

（自己負担金３，０００円で、接種が受けられます。） 

 

 

 

 

問い合わせ先 北栄町役場 健康推進課 電話３７－５８６７ 

http://2.bp.blogspot.com/-yoUdx4nHCDg/UZSs-kt6ARI/AAAAAAAATCE/aGnlBjZw8qg/s800/iryou_chusyaki.png
http://1.bp.blogspot.com/--n-q0MpZ8Jw/V9ppd8H4ctI/AAAAAAAA9qw/4uLfZapZZZcOx-ACfIy_v2rudy5_0HRtACLcB/s800/nurse_shortcut.png

